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緊急事態宣言の解除に伴うスポーツ少年団活動の再開について 

 

 平素は、各務原市スポーツ少年団活動にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 さて、岐阜県に発令されていた緊急事態宣言の解除に伴い、各務原市より令和３年１０月１日（金

曜日）から市内公共スポーツ施設及び学校等体育施設の利用停止措置を解除することが発表されま

した。 

つきましては、今後のスポーツ少年団活動について、下記のとおり再開することを決定いたしま

した。ただし、気を緩めることなく、活動再開後も基本的な感染症対策を引き続き徹底するなどスポ

ーツ少年団活動の安心・安全の確保に努めていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、今後の感染拡大状況等に応じて変更となる場合がございますのでご了承ください。 

 

記 
 

〇活動再開日 

 令和３年１０月１日（金曜日） 

 

〇対策 

・スポーツ少年団活動については、単位団として責任をもって、裏面に記載する「各務原市スポ

ーツ少年団における新型コロナウイルス感染症対策（R3.9.29 現在）」を遵守することを前提

に実施可とする。 

・活動時間は、公式戦を除き原則３時間以内とする（休憩時間等を含む）。 

・特別活動届出書の提出を徹底すること。 

→市外での活動等については、１週間前までに必ず種目部会長の承諾を得ること。また、種目

部会長の承諾後、各務原市スポーツ少年団事務局へ特別活動届出書を提出すること。 

  ・子ども達の身体への負担に配慮し、１０月２日（土曜日）、３日（日曜日）については、練習

試合等の激しい運動は自粛し、通常の練習のみとすること。 
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「各務原市スポーツ少年団における新型コロナウイルス感染症対策（R3.9.29 現在）」 

 

スポーツ少年団活動（以下、活動という）において、団員の安心・安全の確保のため、指導者・

役員・スタッフ・母集団が一丸となって、以下の基本的な感染防止対策を遵守徹底すること。 

 

ア  単位団の活動について、保護者（育成母集団）の同意を得たうえ、団員に参加を強制しないよ

う配慮すること。 

イ 事前に感染拡大状況を確認の上、活動内容の必要性について十分に精査すること。 

ウ  活動に参加する前に必ず自宅で検温を行い、体調に問題のないことを確認すること。 

エ  保護者の車に複数名の団員が同乗する必要がある場合、必ずマスクを着用し、窓を開けたまま

にするなど十分な換気を行うこと。 

オ  活動前後や休憩時の手洗いを徹底すること。 

カ  運動時のマスク着用による身体へのリスクを考慮し、運動中の団員はマスクを着用しなくても

よい。ただし、参加者同士の間隔(できるだけ２ｍ、最低１ｍ)を十分に確保し、至近距離での

会話や不要な接触、必要以上に大きな声を出すこと（掛け声・円陣など）を避け、運動中以外

の場（更衣・ミーティング・集合・解散時など）では、原則としてマスクを着用すること。 

キ  運動中の団員以外は、活動中のマスク着用を徹底すること。ただし、自らの身体へ同上のリス

クがあると判断する場合は、一時的にマスクを外してもよい。なお、マスクを外す際は、不必

要な会話や発声を行わず、団員との距離を２ｍ以上確保すること。 

ク  相手と近距離で長時間対面するような練習を避けること。 

ケ  体育館など屋内で実施する活動については、窓やドアを広く開けるとともに、こまめな換気を

行うこと。 

コ  水分補給等を除き、原則飲食を伴う活動を行わないこと。 

サ  用具の貸し借りや回し飲みなどは、行わないこと。多数の者が触れる用具を使用する場合は、

手で目・鼻・口を触らないようにし、都度消毒作業を行うこと。 

シ  活動終了後は、速やかに帰宅させること。 

ス  ゴミは必ず各自で持ち帰ること。 

セ  公式戦を除き、原則宿泊を伴う活動を行わないこと。 

ソ  万が一、活動中に、咳・くしゃみの頻発その他、感染が疑われる者を確認した場合、速やかに

情報を共有し施設管理者の指示に従うこと。 

タ  活動終了後、「新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート ※スポーツ施設用」を、施設

管理者またはスポーツ少年団事務局へ速やかに提出すること。また、活動毎に参加者の「氏名

および連絡先」を把握し、３０日間保管すること。 

チ  単位団の関係者に新型コロナウイルス感染の疑いが生じた場合、「【改定版】R2.12.10 岐阜県

スポーツ少年団 新型コロナウイルス感染症への対応 フロー図」を参考に適切に対応するこ

と。 

以上 


